
「新潟市歯科口腔保健推進条例（素案）」の概要 

市民が生涯にわたり全身の健康を保持して質の高い生活を送るため、歯・口腔の健康は、

基礎的かつ重要な役割を果たしています。 

 国においては、平成元年の８０２０運動（８０歳で２０本以上自分の歯を保つための取

組）や歯科口腔保健の推進に関する法律の制定など、歯科口腔保健が全国的に推進され、

新潟県においても全国に先駆けて平成２０年に新潟県歯科保健推進条例が制定されました。

また、本市においては、平成５年３月に新潟市生涯歯科保健計画を策定し、定期的に見直

しを図りながら、関係者の努力と協力の下で歯科口腔保健施策を推進してきました。 

しかし、歯科口腔保健に関する医療資源や施策の達成度等には、地域の特性や差があ

り、近年においては、歯科口腔疾患と全身疾患との密接な関連や、所得格差による健康格

差も指摘されております。 

 そこで、誰もが収入や家庭環境の差に関わりなく、また、生活する市内地域がどこであ

っても、生涯にわたって切れ目なく、必要な歯科口腔保健施策及び歯科医療を受けること

ができる環境を整備し、市、歯科医師等、保健医療等関係者その他の関係者が協働しなが

ら、歯科口腔保健に関する取組を更に推進することを目指し、この条例を制定します。 

【条例の目的】

市の歯・口腔の健康づくりに関する施策（歯科口腔保健施策）を総合的かつ計画的

に推進するため、市の責務並びに市民、歯科医師等、保健医療等関係者及び事業者の

役割を明らかにするとともに、歯科口腔保健施策の基本となる事項を定めることによ

り、市民の生涯にわたる健康の保持増進を図ることを目的としています。

【市の責務】

〇歯科口腔保健施策を総合的かつ計画的に推進するとともに、適宜、検証する責務を

有します。

〇歯科口腔保健施策の推進に当たっては、歯科医師等及び保健医療等関係者との連携

及び協力に努めます。

〇事業者が行う歯科口腔保健に関する取組の効果的な推進を図るため、情報の提供、

助言その他の必要な支援を行います。

【市民・歯科医師等・保健医療等関係者などの役割】

（１）市民 

〇歯・口腔の健康づくりに関する正しい知識及び理解を深め、歯科口腔保健施策を積

極的に活用することなどにより、自ら歯・口腔の健康づくりに取り組むよう努めま

す。

（２）歯科医師等 

〇保健医療等関係者との連携により、市民の歯・口腔の健康づくりを推進するととも

に、歯科口腔保健施策に協力するよう努めます。
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（３）保健医療等関係者 

〇歯科医師等との及び相互の連携により、市民の歯・口腔の健康づくりを推進すると

ともに、歯科口腔保健施策に協力するよう努めます。

（４）事業者 

〇雇用する従業員に対する歯科健診及び歯科保健指導の機会を確保し、歯科口腔保健

施策に協力するよう努めます。

歯科口腔保健の重要性についての共通理解のもと、  

市は施策の実施にあたり以下のことを基本とします。 

〇かかりつけ歯科医機能を活用しつつ、生涯にわたる歯科口腔疾患の予防及び口腔機

能の維持向上のための施策を推進すること 

〇家庭において乳児期からの良好な歯・口腔環境を確保するため、母子保健事業にお

ける必要な施策を推進すること 

〇園児期及び学齢期において、保育園、幼稚園、認定こども園等、小学校、中学校及

び中等教育学校の前期課程の関係者並びに歯科医師等との連携による歯・口腔の健

康づくり教育並びに、科学的根拠に基づく効果的な歯科口腔疾患の予防のための施

策を推進すること 

〇保護者による適切な歯・口腔の健康づくりが行われていない子どもに必要な施策を

推進すること 

〇成人期における歯科口腔疾患の予防、口腔に発症するがんの早期発見、高齢期にお

ける口腔機能の維持に必要な施策を推進すること 

〇災害時における歯・口腔衛生の維持に必要な施策を推進すること 

〇歯・口腔の健康づくりに関する教育及び食育を推進すること 

〇地域における歯科口腔保健に関する特性及び差に対応した施策を推進すること 

〇歯科口腔疾患に関連する糖尿病、循環器疾患その他の疾病及び喫煙による歯科口腔

疾患への影響に対する施策を推進すること 

〇障がい者、介護を必要とする者等の定期的な歯科健診や歯科医療を受けることが困

難な者を対象とした施策を推進すること 

〇地域包括ケアにおける歯科医師等、保健医療等関係者その他の関係者との緊密な連

携を推進すること 

〇歯科医師等及び保健医療等関係者の資質の向上に必要な施策を推進すること 

〇歯科口腔保健施策に関する情報の収集、調査及び研究を推進すること 

〇上記に掲げるもののほか、歯科口腔保健施策の推進に関すること 

市民の歯・口腔の健康づくりに関する基本的な計画に反映 

（新潟市生涯歯科保健計画）

市民の生涯にわたる健康の保持増進 
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